
 

 

 

 

山口地域の減災に係る取組方針 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5 年 3 月 23日 

 

山口地域の県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会 

 

 

 



1 

 

１ はじめに 

 

平成２７年９月の関東・東北豪雨では、施設の能力を上回る洪水により利根川水系鬼

怒川の堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が発生

した。また、これらに住民の避難の遅れも加わり、近年の水害では例を見ないほどの多

数の孤立者が発生する事態となった。 

 

こうした背景から、国土交通省では、施設では守り切れない大洪水は必ず発生すると

の考えに立ち、社会全体で洪水に備える「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づき、

全国の直轄河川を対象として、減災に向けたハード、ソフト対策を一体的、総合的、計

画的に進めていくこととされた。 

 

また、平成２８年８月以降立て続けに東日本を襲った台風に伴う豪雨災害により、中

小河川においても甚大な被害が発生したことを踏まえ、水害から命を守る「水防災意識

社会」の再構築に向けた取組をさらに加速させ、全ての地域において取組を推進してい

く必要があるとされた。 

 

本県でも、平成２１年、２２年、２５年、２６年と豪雨による甚大な浸水被害を受け

ており、県管理河川においても、水防災意識社会の再構築に向けた取組を推進していく

必要があることから、減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的、総合

的、計画的に推進するため、山口市、下関地方気象台及び山口県からなる「山口地域の

県管理河川における大規模氾濫に関する減災対策協議会」（以下「本協議会」）を平成 29

年 5月 30日に設立した。 

 

その後、水防法の改正により、「都道府県大規模氾濫減災協議会制度」が創設された

ことに伴い、本協議会は、平成 30年 3月 26日に水防法に基づく協議会に移行した。 

 

本協議会では、施設では防ぎきれない大規模水害に対し、「逃げ遅れゼロ」を目指す

べく、「情報伝達、避難等に関する取組」、「効果的な水防活動に向けた取組」及び「住

民等への水害リスク情報の周知、防災学習等に関する取組」を 3本の柱として、各構成

機関が一体的・計画的に取り組む事項について検討を進め、ソフト対策に係る事項を「山

口地域の減災に係る取組方針」（以下「取組方針」）として取りまとめたうえ、減災に向

けた対策を推進してきた。 

 

また、近年は、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえ、これまでの「水防災

意識社会」の再構築に向けた取組をさらに一歩進め、流域全体のあらゆる関係者が協働
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して行う持続可能な治水対策、「流域治水」への転換を推進し、防災・減災が主流とな

る社会の形成を目指すことが求められている。 

 

本協議会は、引き続き、各構成機関が連携して減災に係る取組を推進し、進捗状況を

共有するとともに、必要に応じて取組方針の見直しを行うなどのフォローアップを行い、

水防災意識を高めていくこととする。 

 

なお、本取組方針は、本協議会規約第 6条に基づき作成したものである。 
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２ 本協議会の構成機関及び委員 

 

本協議会は、山口市、下関地方気象台、山口河川国道事務所、山口県で構成（以下「構

成機関」という。）し、委員は以下のとおりである。 

 

（委 員） 山口市長 

      国土交通省 中国地方整備局 山口河川国道事務所長 

気象庁 福岡管区気象台 下関地方気象台長 

      山口県 総務部 理事（危機管理担当） 

       〃  土木建築部 防府土木建築事務所長 
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３ 山口地域の概要と主な課題 

 

山口市は、山口県のほぼ中央に位置し、中国山地の山間部から、瀬戸内海に面する海

岸線にいたる変化に富んだ地勢であり、県下で最も広い行政区域面積の中で、市街地、

農業集落、山間部集落、山林などからなる多様な土地利用が行われ、椹野川や仁保川、

阿武川、佐波川流域の平野部には、市街地や集落が広がり人口が集中している。 

 

本地域の主要道路網は、中央部を南北に縦断する国道 9号を軸に、これに接続する国

道 2号や国道 262号などにより構成され、山陽自動車道、中国自動車道、地域高規格道

路山口宇部線による高速道路ネットワークも充実しており、鉄道路線は JR山陽新幹線、

山陽本線、宇部線、山口線が通る。 

 

本地域を流れる河川は、一級河川の佐波川水系佐波川・島地川・新田川・二ノ宮川・

矢井川・立石川・串川・上角川・御所野川・三谷川・奥河内川・引谷川・引廻川・野谷

川・白井谷川及び髙巣川、二級河川の椹野川水系椹野川・仁保川・一の坂川・干見折川・

四十八瀬川・鍛冶畑川・山田川・茶屋川・朝田川・九田川・吉敷川・木崎川・錦川・前

田川・問田川・菅内川・小鯖川・浅地川・牧川川・坂本川・石坂川・並山川・油川・古

甲川及び金山川、阿武川水系阿武川・蔵目喜川・生雲川・赤松川・白井谷川・奥沢田川・

谷川・正地川・矢柱川・田野川・入谷川・篠目川・三谷川・朴川・熊ヶ瀬川・長谷川・

下谷川・市川・沖田川・市場川・不幸寺川・油免川及び井戸川、南若川水系南若川・百

谷川及び金毛川、幸之江川水系幸之江川及び今津川、井関川水系井関川、長沢川水系長

沢川及び天田川、土路石川水系土路石川及び由良川がある。 

 

本地域における課題としては、平野部に人口・資産が集中しており、ひとたび洪水等

による氾濫が発生した場合、浸水により甚大な被害が発生する恐れがあり、住民生活に

多大な影響をもたらすことが予想される。 
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４ 現在の取組状況及び課題 

 

山口地域における減災対策について、各構成機関で現状を確認し、課題を抽出後、整

理を行った。 

 

項目 各機関の現状 各機関の課題 
整理

番号 

洪水時における河川管

理者からの情報提供等

の内容及びタイミング

の確認 

洪水予報の発表や基

準水位に達した旨の情

報を発信（佐波川（国管

理区間）においても洪水

予報を実施） 

 

防災行動とその実施

主体を時系列で整理し

たタイムラインを作成・

運用 

 

避難指示等の発令判

断に資する情報の迅速

な伝達・共有を図るた

め、ホットラインを運用 

県・市相互の情報共有

が必要 1 

タイムラインを関係

機関で共有するととも

に、時点修正等を適切に

行うことが必要 

2 

迅速な情報伝達が図

られるよう、ホットライ

ンの適切な運用が必要 

3 

避難計画など住民等の

避難体制 

 想定し得る最大規模

の降雨を前提とした洪

水浸水想定区域図を基

に避難所等を指定し、ハ

ザードマップ等により

周知 

 

避難所看板の設置や

更新等を実施 

 

要配慮者利用施設の

避難確保計画の作成等

について周知 

 

 中小河川等における

洪水浸水想定区域の指

定が必要 

4 

 ハザードマップの作

成や見直しにあわせ、避

難所等の検討や案内看

板等による周知が必要 

5 

要配慮者利用施設の

避難対策の検討や避難

確保計画の作成が必要 

6 

 地域住民による自主

的な避難体制づくりを

推進することが必要 
7 
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率先避難・呼びかけ避

難の推進について周知 

住民等への避難情報の

伝達体制や方法 

 防災情報システム、防

災メール、ウェブサイ

ト、SNS、報道機関等を活

用し、避難情報発令や避

難所開設等の各種防災

情報を提供 

 

氾濫危険水位等に基

づく避難指示等を発令

する場合は、広報車等に

より周知 

 

住民の取るべき行動

を５段階の警戒レベル

により提供 

よりわかりやすい情

報発信や幅広い周知、情

報伝達の迅速化を図る

とともに、各種情報伝達

手段の認知度向上が必

要 

8 

水害リスクが高い区

域にある要配慮者利用

施設への情報伝達方法

の見直しが必要 

9 

自主的な避難行動を

判断するための参考と

なる「警戒レベル相当情

報」等の理解の促進が必

要 

10 

河川水位等に係る情報

提供 

 水防警報等の水位情

報を提供（防災システ

ム、防災メール等） 

 

簡易型水位計、河川監

視カメラを導入 

 よりわかりやすい情

報発信や幅広い周知、情

報伝達の迅速化が必要 
11 

河川巡視 

 治水上の影響に応じ

た区間に区分し、定期的

な河川巡視を実施 

 

出水後は緊急巡視等

を実施 

 河川巡視や重要水防

箇所の情報提供・共有を

継続的に実施すること

が必要 

 

12 

水防資機材の整備状況 

 水防倉庫等に水防資

機材を備蓄 

 

水防計画において、水

防資機材の保管位置や

備蓄量を情報共有 

 水防活動を円滑に行

うため、水防資機材の保

管位置や備蓄量の継続

的な情報共有が必要 
13 
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リスクの周知 

 洪水予報河川や水位

周知河川において、洪水

浸水想定区域図・ハザー

ドマップを作成・公表 

 

水害履歴の調査・整理

を行い、関係機関で共有 

  

 特別警報の呼びかけ

方法や、警報・注意報の

発表基準等の改善を実

施 

 

洪水キキクル（危険度

分布）の基準等の改善や

民間事業者と連携した

通知サービスを導入 

 洪水予報河川や水位

周知河川に指定されて

いない中小河川等にお

いて洪水浸水想定区域

図・ハザードマップの作

成・公表が必要 

14 

よりわかりやすい情

報発信や幅広い周知、情

報伝達の迅速化が必要 

15 

警報・注意報等の防災

気象情報の発表方法の

改善や、精度の向上につ

いて、継続的に検討する

ことが必要 

16 

中小河川等における

洪水災害発生の危険度

の高まりを把握するた

め、洪水キキクル（危険

度分布）について、より

一層の周知が必要 

17 

防災意識の啓発活動 

防災をテーマとした

講演や AR（拡張現実）機

器を活用した防災体験

学習等を実施 

 

 自主防災アドバイザ

ーの派遣や職員による

出前講座、自主防災組織

研修を実施 

 

過去の被害を取りま

とめた「災害教訓事例

集」を改定 

 

 

水防災意識社会の再

構築に向け、さらなる意

識啓発に向けた取組が

必要 

 

18 

関係機関や教育機関

等が連携した防災学習

の一層の充実が必要 

19 
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「やまぐち防災学習

館」等の Webサイトで、

防災学習に活用できる

資料を公開 

 

小中学生を対象に「避

難カード」を配布 

 

 気象台において、自治

体職員の防災対応力向

上を図るためのワーク

ショップ等を実施 
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５ 減災のための目標 

 

円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動等を実施し、各構成機関が連携して達成すべき

減災目標は以下のとおりである。 

 

河川整備計画等に位置づけた河川整備を着実に推進し事業効果の早期発現

を図りつつ、施設では防ぎきれない大規模水害に対し、各構成機関が連携し

て県管理河川の河川特性を踏まえたソフト対策に取り組み、「逃げ遅れゼロ」

を目指す。 

 

○ 目標達成に向けた３本柱の取組 

１ 情報伝達、避難等に関する取組 

２ 効果的な水防活動に向けた取組 

３ 住民等への水害リスク情報の周知、防災学習等に関する取組 

 

○ 目標を達成するための取組項目 

１ 情報伝達、避難等に関する取組 

（１） 洪水時における河川管理者からの情報提供等の内容及びタイミングの

確認 

（２） 洪水浸水想定区域の指定、周知と避難対策の強化 

（３） 住民等への避難情報の伝達体制の強化 

 

２ 効果的な水防活動に向けた取組 

（１） 水防資機材の情報共有及び相互支援方法の確認 

（２） 洪水に対しリスクが高い区間（各河川の重要水防箇所等）の情報共有 

 

３ 住民等への水害リスク情報の周知、防災学習等に関する取組 

（１） 要配慮者利用施設の管理者に対する説明等 

（２） 出前講座等を活用した防災意識の啓発 

（３） 住民等の的確な避難行動を促すための河川防災情報の周知 
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６ おおむね 5年で実施する取組 

 

施設では防ぎきれない大規模水害に対し、「逃げ遅れゼロ」を目的とした各構成機関

の取組項目・目標時期については、以下のとおりである。 

 

情報伝達、避難等に関する取組 

項目 対応 
整理番号

への対応 

目標

年度 
取組主体 

洪水時における河川管理

者からの情報提供等の内

容及びタイミングの確認 

洪水対応や訓練等によ

り課題が見つかった場合

等、必要に応じて「タイム

ライン」を検証、改訂する。 

河川の状況や気象情報

等を迅速に伝達、共有する

ための「ホットライン」を

適切に運用する。 

1,2,3 継続 全体 

洪水浸水想定区域の指定、

周知と避難対策の強化 

水位周知河川・洪水予報河

川に指定していない中小

河川等においても洪水浸

水想定区域を指定すると

ともに、避難所等の見直し

を行うなど、避難対策の強

化を図る。 

4,5,14 R3～ 県、市 

要配慮者利用施設にお

ける避難確保計画の作成

等を促進し、避難の実効性

確保に努める。 

6 継続 県、市 

自主防災組織の育成や

活動の支援等により、地域

住民の自主的な避難行動

等を促進し、避難体制の強

化を図る。 

避難行動要支援者の個

別避難計画の作成等を促

進し、避難の実効性確保に

努める。 

7 継続 県、市 
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住民等への避難情報の伝

達体制の強化 

防災メール等の多様な

情報伝達手段について普

及・啓発等を図る。 

8,9 継続 全体 

住民等の的確な避難行

動を促す各種防災情報に

ついて、内容をわかりやす

く周知し、理解の向上を図

る。 

8,10 継続 全体 

 

効果的な水防活動に向けた取組 

項目 対応 
整理番号

への対応 

目標

年度 
取組主体 

水防資機材の情報共有及

び相互支援方法の確認 

水防倉庫の位置の周知

や備蓄量等の情報共有に

より、水防活動の円滑化

を図る。 

13 継続 県、市 

洪水に対しリスクが高い

区間（各河川の重要水防

箇所等）の情報共有 

河川巡視や重要水防箇

所の情報をあらかじめ共

有するとともに、リアル

タイムの水位情報の共有

により、水防活動の円滑

化を図る。 

11,12 継続 県、市 

 

住民等への水害リスク情報の周知、防災学習等に関する取組 

項目 対応 
整理番号

への対応 

目標

年度 
取組主体 

要配慮者利用施設の管理

者に対する説明等 

 管理者への水害リスク

情報の周知に努め、水防

法改正に伴う義務的な対

応について支援する。 

6,9 継続 県、市 

出前講座等を活用した防

災意識の啓発 

 関係機関、教育機関と

連携し、広報活動の推進

や防災学習等の一層の充

実を図る。 

7,18,19 継続 全体 
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住民等の的確な避難行動

を促すための河川防災情

報の周知 

 洪水浸水想定区域図や

ハザードマップを作成・

公表するなど、中小河川

等における水害リスク情

報の充実化を図る。 

4,14 R3～ 県、市 

避難行動のきっかけと

なる河川水位情報等の充

実化や、防災情報伝達手

段の普及・啓発等を図る。 

8,11,17 継続 全体 

関係機関、報道機関等

と連携し、わかりやすく

精度の高い情報の発信や

伝達の迅速化を図る。 

10, 

15,16,17 
継続 全体 
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７ フォローアップ 

 

原則、本協議会を出水期前に開催することで、取組の進捗状況を確認し、必要に

応じて取組方針の見直しや取組内容の改善など、継続的なフォローアップを行うこ

ととする。 


